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とんでもない！ 学童保育利用料の大幅値上げ・・・ 

  

8月 11日の教育福祉委員会で、「学童クラブ事業に関する新たな利用料金について」が報

告され、審議しました。これまでの所得に応じて利用料が算定される応能負担から、月額

の基本額を 12,000 円（平日＋土曜：午後 6時半まで）とする応益負担とするものです。 
 今後、9 月京都市会に条例改正提案を行い、来年度4月から新たな料金体系での運用開始

を目指していることが明らかになりました。 

 

＜改悪の問題点＞ 

１、 所得に応じての利用料を基本一律の負担にする提案です。学童のあり方を大きく変質

させるものです。低所得世帯やひとり親世帯への減免対応はありますが、所得税課税

世帯においては、大幅な値上げになります。 

２、 長期休暇の夏休みがある 8 月は、一律 13,000 円に。おやつ代を含めると多額の負担に。 

３、 保育時間の区切りを午後 6 時と 6時半を➡5 時と 6 時半までに変更。 

４、 児童館館長や学童保育所長、保護者の皆さんにはまったく、何の相談も説明もなく、

議会説明後に知らせるという強引なすすめ方です。 

 
●8 月 29 日（日）10 時～12 時 学習決起集会「 ！」 

「ほんまもん 日本一の保育・学童保育がいいなあ！京都市実行委員会」主催で開催されます。学

童、保育の改革計画について、党議員団から議会報告をします。Zoom もされます。 

お問い合わせは８０１－８８１０（京都保育団体連絡会）へ 
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料金体系の比較 

（子ども若者はぐくみ局資料より） 

 

 

 

 


